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自 由 民 主 党 要 望 項 目 一 覧 

令和元年度６月補正分 

要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

１ 人口減少社会における鳥取県らしい地方創生と令和新時代の創造
に向けた知事４期目の県政運営に望む基本的方向性について 

（１）人口減少社会における「地方創生と安全・安心の基盤づくり」に
ついて 

・近年頻発する大規模自然災害からの教訓を踏まえ、県民の安全・安
心を確保するためのハード・ソフト両面での取り組みを強化すると
ともに、災害支援物資配送体制や要配慮者の避難に対する支援体制
の構築など、地域における支え愛の考え方による防災対策をさらに
推進すること。 

「平成３０年７月豪雨を教訓とした安全・避難対策のあり方研究会」で提言された、

「避難に関する住民の意識醸成」や「自助・共助・公助が一体となった避難体制の構築」、

「要配慮者避難支援体制の構築」などに引き続いて取り組んでいく。 
また、災害支援物資の物流体制については、平成３０年度にオペレーションマニュア

ルをとりまとめ、今年度はマニュアルに基づく訓練を行って実効性の検証を行うととも

に、他県との広域連携も視野に入れた議論を進めることとしている。 
【６月補正】災害時物流体制整備事業 １，１８２千円 
 
加えて、地域が主体となった避難支援体制を構築していくため、「支え愛マップづく

り」への取組が全県下に広がるよう、平成２９年度から、市町村や市町村社会福祉協議

会職員など支援者のスキルアップを進め、また主役である多くの県民に取組を知ってい

ただくために関係者連絡会や啓発研修を開催している。 
さらに、平成３０年度からとっとり県民活動活性化センターに、専門の主任企画員を

１名配置し、「支え愛マップづくり」が進むよう地域に出向いて助言、活動サポートなど

伴走支援を実施するとともに、「宿泊型避難所体験」や「防災プログラム体験」など、災

害時を想定した避難訓練をサポートするなど、地域の防災力の強化について支援を行っ

ている。 
また、「支え愛マップづくり」で明らかになった地域の福祉課題を話し合う「地域支え

愛会議」の立上げも支援することで、災害時だけではなく平常時の地域の見守り活動に

活かすことも目指し、引き続いて取組を進めていくこととしている。 
・原子力発電所の稼働に向けた一連の手続きにおいて、周辺自治体に

対しても立地自治体と同等に対応する仕組みの構築、周辺地域の声
が確実に反映される法的な仕組みの整備を引き続き国に対して求
めること。 

国のエネルギー基本計画においては、「原子力規制委員会により世界で最も厳しい水

準の規制基準に適合すると認められた場合には、その判断を尊重し原子力発電所の再稼

働を進める。その際、国も前面に立ち、立地自治体等関係者の理解と協力を得るよう、

取り組む。」と記載されているが、同意を求める範囲やその具体的な手続きは定められて

いない。 
万が一の原子力災害の場合は、被害を受ける地域に立地と周辺の差はないことから、

これまでも原子力発電所の稼働に向けた一連の手続きにおける立地自治体と同等に対応

する仕組みの構築、周辺地域の声が確実に反映される法的な仕組みの整備等、国に対し

て要望を行ってきたが、今後も引き続き要望していく。 
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要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

・鳥取県らしい地方創生の実現に向けた基盤インフラとなる高速道路
ネットワークの早期整備を進めること。（山陰道北条道路、山陰近
畿自動車道鳥取－福部間及び岩美道路、米子－境港間の高速道路事
業化、志戸坂峠道路） 
併せて、米子自動車道及び鳥取自動車道の暫定２車線の早期解消に
も取り組むこと。 

（１）山陰道 
北条道路については、平成２９年に事業化となり調査・設計が行われているが、

その一部のはわいＩＣ立体化が４月２７日に完成した。 
早期整備を４月１５日に国土交通省へ要望しており、引き続き国に働きかけていく。 

（２）山陰近畿自動車道 
鳥取～福部間については、国土交通省によりアンケートやワークショップ等の計

画段階評価の手続きが進められており、「岩美道路」については、浦富ＩＣ～東浜Ｉ
Ｃ間の早期供用に向けて整備を推進している。 
早期の全線供用に向け、昨年１１月１３日に京都府、兵庫県、鳥取県及び国会議

員連盟並びに三府県議員連盟などと共同歩調をとって決起大会を開催したほか、４
月１５日にも国土交通省へ要望をしたところであり、今後も引き続き関係機関が連
携して国に働きかけを行っていく。 

（３）米子境港間の高規格道路 
米子境港間の高規格道路については、「米子・境港地域と道路のあり方検討会」に

おいて、その必要性について検討を進めている。 
今後も引き続き米子境港間の高規格道路の整備に向け、国・県・関係市村が連携

してあり方の検討を更に促進していく。 
（４）志戸坂峠道路 

志戸坂峠道路については、志戸坂峠防災事業として本年度新規事業化された。 
早期整備を４月１５日に国土交通省へ要望したところであり、引き続き国に働き

かけていく。 
（５）米子自動車道及び鳥取自動車道の暫定２車線の早期解消 

米子自動車道については、江府ＩＣ付近で付加車線設置検証路線としての整備が
進められているほか、昨年度末には江府ＩＣ～溝口ＩＣ間の一部で防災・減災対策
のため付加車線設置が新規事業化された。また、鳥取自動車道では鳥取ＩＣ付近と
智頭ＩＣ付近で付加車線の整備が進められている。 
早期整備及び暫定２車線の解消を４月１５日に国土交通省へ要望しており、引き

続き国に働きかけていく。 

・山陰新幹線構想の前進をはじめとする鉄道の高速化や国内外に開か
れた航空路線の更なる拡充に努めること。 

日本海国土軸の形成やリダンダンシーの確保の観点から、基本計画路線にとどまって
いる山陰新幹線及び中国横断新幹線の整備計画路線への格上げに向けて引き続き国に対
して要望していくとともに、沿線自治体、経済界等と連携して機運醸成を図っていく。  
また、国内外からの地方への観光誘客や地域活性化を積極的に進めるために、ＪＲを

含む在来線の高速化・快適化に向けた財政支援を引き続き国に要望していく。 
鳥取砂丘コナン空港・米子鬼太郎空港の既存の国内線、国際線（ソウル便、香港便）

の維持・拡充を図りながら、国内便誘致については、関係機関と連携して、航空会社に
対する働きかけを粘り強く行っていく。 
なお、東アジアからの国際航空便の就航促進に向けて、引き続き調整を進めていると

ころであり、６月補正による対応を検討している。  
【６月補正】インバウンド２５万人時代に向けた海外誘客戦略拡大事業（国際航空便

就航促進事業） ４９，００６千円 
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要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

・中山間地域をはじめとする地域生活交通の持続的確保と向上を進め
ること。 

持続可能な公共交通体系を構築するため県内を３地域に分け、県・市町村・交通事業
者等が連携して、それぞれの地域の実情に則した地域公共交通網形成計画を策定し、昨
年１０月には西部圏域の通院や買い物等が便利になるよう米子市・日吉津村循環線の運
行開始と南部町の交通空白地解消等を目的としたバスの支線のデマンド化等を行ったと
ころである。引き続き交通事業者、市町村、ＮＰＯ等のバス運行に対して支援するとと
もに、ドライバー不足対策や公共交通の利用促進等を国、市町村、交通事業者等と一緒
になって行い、公共交通の維持・確保に努めていく。 
なお、６月補正において、市町村が地域の実情・ニーズを把握しながら策定する地域

交通体系再編計画策定への支援や再編に基づくタクシー助成を実施することを検討する
とともに、今までバス中心であった公共交通の確保・維持に係る県支援制度を地域の実
情に応じた制度への改正に向けた検討を進める。 

 
【６月補正】【鳥取県版】新たな地域交通体系構築事業 １５，４５０千円 

・中山間地域の振興とともに、空洞化している市街地（まちなか）の
活性化対策を推進すること。その際、深刻化する空き家問題につい
ても意を払うこと。 

平成２０年に中山間地域振興条例を制定し、これに基づく「中山間地域振興行動指針」
を定めて住民主体の地域づくりや暮らしを守る小さな拠点づくりなど総合的に支援して
いる。また、高齢化率が概ね３０％以上になるまちなかの地域または自治会において今
後も安心して暮らし続けるための計画づくりや、まちなかの空き家・店舗等を活用した
若年層の定住促進やコニュニティビジネスの推進等の活性化の取組に対し支援している。 
しかしながら、高齢化と人口減少が急速に進んでおり、今後、集落維持が困難となる

ことが推察されることから、小規模高齢化集落等で将来にわたって暮らし続けるために
必要となる生活環境や機能、仕組みのあり方について、モデル地区を定めて市町、地元
集落等と一体となって検討し、新たな「集落再生システム」を構築していく取組を６月
補正予算で検討している。 
空き家の増加が地域の空洞化、活力低下の一因であることから、空き家の利活用を推

進するため、「とっとり空き家利活用推進協議会」の活動を支援し、空き家所有者や利活
用希望者の相談支援及び空き家の利活用を担う人材育成等を行っている。 
これに加え、空き家の利活用に必要な改修工事等への助成、空き家を活用したまちづ

くり活動に対する助成制度を６月補正予算において検討している。 
 
【６月補正】新たな中山間地域共創事業   ２，０２０千円 

空き家利活用推進総合支援事業 ９，６００千円 
・この度の鳥取西道路の開通などを踏まえ、県外者から、「鳥取県は
アクセスが容易なエリアである。」という認識を持っていただける
よう、効果的なイメージ戦略を練ること。 

鳥取西道路の開通に伴い、鳥取県まで及び鳥取県内の移動時間・距離が短縮されこと
をＰＲするため、関西エリアでのデジタルサイネージや紙面への掲載、周遊スタンプラ
リーの実施、まんが王国とっとりドライブマップの配布などを行うとともに、特設サイ
トを開設し、西いなばを含めた鳥取県内の旬の観光情報などを紹介しているところであ
る。 
引き続き、多様な手段で関西圏・中京圏などに対する情報発信を行うことにより、鳥

取県のアクセスが容易であることを周知していく。 
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要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

・拉致問題についても、粘り強く国に働きかけるとともに、県内全体
で拉致問題に対する意識が醸成されるよう、取組を継続強化するこ
と。 

国に対しては機会をとらえて松本京子さんを始め拉致被害者全員の帰国を一刻も早く

実現するよう強く要望している。 

今後も適宜、要望活動を行っていくとともに、県民に対する意識啓発も引き続き積極

的に行っていく。 
（２）人口減少社会における「人財育成」について 
・人財こそが本県の宝であり、豊かで持続可能な地域づくりに向けた

資本であるとの認識の下、「子育て王国とっとり」の更なる推進や
若者、高齢者、子育て世代、女性などあらゆる人財が活躍できる環
境づくりに取り組むこと。 

人口の少ない本県においては、若者、高齢者、子育て世代、女性など県民の皆さんが

多様な分野で各自が持つ知恵と能力を発揮することが本県の地域力を高めると考えてお

り、意欲ある者が活躍できる環境となるよう、引き続き支援していく。 
また、子育てについては、「子育て王国とっとり」の更なる推進を図るため、新たな子

育て支援施策の取り組むべき方向性について、有識者を交えた検討会を設けて検討して

いくほか市町村と意見交換を進めていく。 
 
【６月補正】令和新時代創造県民運動推進事業         １３，６３１千円 

女性で輝く新時代創造プロジェクト事業       ２，７８９千円 
活躍の場を広げるワーク・ライフ・バランス推進事業 ２，０００千円 
子育て王国とっとり推進事業（新時代子育て支援のあり方検討会設置経費） 

９４７千円 
・更なるＩＪＵターンの推進とともに、近年注目されている「関係人

口」の拡大を強力に進めること。 
令和元～４年度の４年間で移住者１万人を目指し、市町村や地域団体と連携してＩＪ

Ｕターンの取組を更に押し進めるとともに、行政と民間有識者で構成する「来んさいな 

住んでみないや とっとり」県民会議での取組を推進する。また、学生等の県内就職の取

組を強化するため、産学官による「鳥取県学生等県内就職強化本部会議」を設置したと

ころであり、新たに、スマホアプリにより簡単に学生登録ができるシステムの開発や、

県内企業の採用活動や採用力向上への支援などに取り組むことにより、若者のふるさと

への就職・定着やＩＪＵターンの一層の促進を図ることを６月補正予算で検討している。 

また、地方に関心のある都市在住者の来県を促し、地域との多様な関わり方を提供す

るため、新たな県内受入プログラムづくりやボランティア受入、地域づくり体験ツアー

などを実施するとともに、ポータルサイトの開設や都市圏でのワークショップ開催等に

より県内地域と都市在住者等とのマッチングを図る体制整備を６月補正予算で検討して

いる。これらの取組を、東京本部、関西本部内に開設した「とっとり歓迎案内所ウェル

カニ」において広く発信していくことで、関係人口の拡大を図っていく。 

 

【６月補正】とっとりとの関係人口をふやす事業 １６，６０４千円 

若者県内就職緊急強化事業     ２９，９１７千円 

ＩＪＵターン県内就職促進強化事業  １，０００千円 
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要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

・医療・介護・福祉人材の確保と養成並びに医療的ケア児者の支援体
制の充実を図ること。 

医療人材の確保については、医学生や看護学生への奨学金等の貸与、地域医療体験研
修、看護現場体験研修、看護職員が働き続けられる環境の整備への支援等の総合的な医
師・看護師確保策を講じ、県内で勤務する医師・看護師の確保に引き続き努める。 
また、腎臓内科などの特定の診療科に医師を誘導する措置を充実するようこれまで国

に要望しているところであり、今後も引き続き要望していくとともに、認定看護師を養
成するため研修経費への支援を行う。 
なお、毎年看護職員異動調査を実施して、健康問題、結婚、介護等の離職理由につい

ても把握に努めているところであり、そうした現状をふまえながら、鳥取県医療勤務環
境改善支援センター事業により、看護師をはじめとした医療職員の定着に向けた支援を
引き続き実施していく。 

 
介護人材の確保等については、県社協への就職支援コーディネーターの配置や介護福

祉士等修学資金貸付、若手介護従事者を対象とした資質向上研修など様々な取組に加え、
６月補正予算で、介護未経験者等を対象とした入門的研修の実施を検討している。 
 引き続き、介護関係団体等と連携し、介護人材の確保等に資する取組を充実させていく。 
【６月補正】「介護で働きたい！」を増やす参入促進事業（介護未経験者等の参入促進

事業） ２，９２６千円 
 
保育人材の確保については、保育士・保育所支援センターによる潜在保育士等の就職

支援を引き続き実施するとともに、国制度である全職員を対象とした平均勤続年数に応
じた加算及び技能・経験に応じた処遇改善等加算の活用や、１歳児加配保育士を中心に
正規職員単価で人件費を支援する県助成制度の活用を引き続き働きかけ、保育士の処遇
改善による人材確保を進める。 

 
医療的ケア児を受け入れやすい環境づくりを行うため、３月に県と鳥取県看護協会と

の間で「保育所等への看護職員派遣に関する協定」を締結した。 
また、日本財団との共同プロジェクトの一環として、難病の子どもとご家族の地域生

活を支援する専門人材の育成や地域の拠点づくりに取り組んでおり、４月に県下で第１
号となる拠点施設が米子市内に開所した。 
医療的ケア児の支援ニーズや地域資源の状況を踏まえ、保健、医療、障がい福祉、保

育、教育等の関係機関の連携に向けた協議会を開催し、コーディネーターの育成を推進
するなど、医療的ケア児の支援体制の充実を図っていく。 
また、医療的ケア児等の支援についての理解・啓発を通じて障がい福祉分野への就業

意欲を高めるため、県内の看護学生を対象に、医師等による医療的ケア児等への支援方
法や仕事のやりがい等に係る講義の実施について６月補正による対応を検討している。 
【６月補正】小児・医療的ケア児等に係る人材確保事業 ６４７千円 
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要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

・外国人との共生社会実現に向けた環境整備を推進するため、関係団
体等で構成される協議会等の設置を検討すること。併せて、県民の
気運を醸成するための取組についても検討すること。また、県内に
おける具体的な受入状況に沿った施策を積極的に展開すること。 

改正出入国管理法による新たな在留資格創設を受けて、本県では平成３１年２月に国
機関や市町村、関係団体等と連携して「鳥取県多文化共生支援ネットワーク」を立ち上
げ、在住外国人の様々な相談に対応するとともに、在住外国人の生活に関する各種サポ
ートを行う体制を構築したところである。 
 今後、関係機関と連携し、在住外国人の実態をよく把握するとともに必要な施策を講
じることにより、在住外国人との共生社会を築いていきたい。 
 また、在住外国人との共生社会実現に向けて県民の意識醸成を図る取組として、多文
化共生をテーマとするフォーラムの開催や外国人雇用に関するセミナーやサポーター育
成等の充実について、６月補正予算による対応を検討している。  
【６月補正】外国人受入環境整備事業  ５，２８３千円 

（３）人口減少社会における「産業振興」について 
・自動車や医療機器など成長分野の企業集積を促進するとともに、誘

致企業が必要とする高度人材の育成・確保を進めること。 

自動車・医療機器をはじめ成長が見込まれる産業分野の企業立地を進めるとともに、生産
性向上や技術革新等に取り組む企業を積極的に支援する補助金制度の創設を６月補正予算で
検討している。 
【６月補正】鳥取県産業成長応援補助金 １００，０００千円  
高度人材の育成・確保に関しては、誘致企業等の人材育成ニーズに対応し、設計や加工に関

する技術・技能系をはじめとする各種講座や人材育成型の専門家派遣を実施するとともに、職
業能力開発総合大学校との連携による自動車分野等の職業訓練コース開発に取り組んでいる。 

・県内企業のニーズに即した若年層の人材育成を進めるとともに、急
速に進展するＩｏＴ、ＡＩ等を活用した中小企業や農林水産業の基
盤強化を進めること。 

昨年度、産業界等と幅広く意見交換を行い策定した鳥取県産業人材育成強化方針に基づき、
産業人材育成の強化策の実行を順次進めている。 
具体的には、ものづくり新人研修など、県内企業の人材育成ニーズに対応した技術・技能系を

はじめとする各種講座や各企業のニーズに応じた人材育成型の専門家派遣を実施している。 
さらに、現在特に不足している新人・若手に対する社内教育を充実するための中堅層向け

研修や就業間もない建設技能者の育成を充実するための訓練機会の充実を６月補正予算で検
討している。 
【６月補正】若年建設技能者育成事業        ２，４３５千円 

産業人材育成プラットフォーム形成事業 ２，７９８千円  
また、先端技術（ＩｏＴ・ＡＩ等）導入推進を図るため、県内企業のシステム導入や新規

事業に対する支援を６月補正予算で検討している。また、今年度、（地独）鳥取県産業技術セ
ンターにＡＩ・ＩｏＴ・ロボット等先端技術実装支援拠点の開設を予定しており、県内企業
の先端技術導入による基盤強化の支援に取り組むこととしている。 
【６月補正】鳥取県産業成長応援補助金           １００，０００千円 

ＩｏＴ・ＡＩ新時代！地域産業スマート化推進事業 １８，０９２千円  
農林水産業分野でのＩｏＴ、ＡＩ等の活用を図るため、中山間地域におけるスマート農業

技術の実証の取組や、効率的な森林施業をすすめるためＩＣＴ技術等の活用によるスマート
林業の取組、また県沿岸域において高精度な海況予測システムの導入により操業の効率化を
図るスマート漁業の取組を６月補正で検討しており、ＩｏＴ、ＡＩ等の活用を今後も積極的
に取り組むとともに、現場のニーズに応じた先端技術の導入支援を行っていく。 
【６月補正】中山間地域版スマート農業技術実証事業 ３，５００千円 

スマート林業推進事業        ２６，０３３千円 
スマート漁業推進事業        ２０，２８２千円 
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要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

・農業生産９００億円の達成に向けて農林畜水産物のブランド化や６
次産業化を進めるとともに、集落営農の推進や新規就農者の増加な
ど担い手の育成・確保の取り組みを進めること。 

令和５年（２０２３年）に農業生産９００億円の達成に向け、首都圏等を中心に「鳥
取和牛」、「新甘泉」、「輝太郎」など県産主要品目の情報発信によるブランド化や農業者
の商品開発・製造等の取組支援による６次産業化の推進、集落営農の維持・発展に向け
た組織活動や園芸産地での継承システムづくりへの支援などによる新規就農者・担い手
の育成・確保に、官民挙げてしっかり取り組んでいく。 

さらに、県が育成した米新品種「星空舞」のブランド化の取組等も６月補正で検討している。 
 
【６月補正】「星空舞」ブランド化推進事業         １８，３４０千円 

（４）大都市一極集中の是正と地方税財源の充実・強化について 
・地方から大都市圏への人口流出に歯止めがかからない状況が続いて

いることから、国の責任において地方への人流の創出に大胆に取り
組むことを強く求めること。特に、政府関係機関の移転については、
今後も継続的な課題として取り組むよう働きかけること。 

まち・ひと・しごと創生総合戦略の改訂に当たり、引き続き「東京圏から地方への転
出・転入を均衡させる」という基本目標を掲げ、これまで以上に大胆な施策を盛り込み、
政府関係機関等の第２弾の地方移転検討をはじめ、企業・大学・研究機関等の更なる地
方移転・分散の推進や移住・定住の加速化など、地方への新しい人の流れを生み出す取
組を強化し、国家戦略として大胆かつ継続的に東京一極集中の是正に向けた取組を行う
よう、全国知事会等とも連携しながら、国に強く働きかけていく。 

・本県のような地方では、地方税と地方交付税等を合わせた一般財源
が減少しており、都市部との財政力格差が大幅に拡大していること
から、税源に乏しい地方でも必要な財源が確保できるよう、地方交
付税の基準税率の引き上げを行うよう国に求めること。 

本県においては、消費税率が５％から８％に引き上げられたにもかかわらず、地方税
と地方交付税等を合わせた一般財源総額は逆に減少している。本年１０月の消費税率１
０％への引上げを控え、同様の現状にある県と連携して地方創生実現財政基盤強化知事
連盟を結成し、地方交付税の総額確保はもちろん、各都道府県ごとに見ても確実に一般
財源総額が増加するよう、地方交付税の財源調整機能の充実・強化を強力に国に要望す
ることとした。 

・平成２８年７月に引き続いて本年７月の参議院議員通常選挙でも合
区制度が存続することになった。合区が固定化することがないよ
う、これまで都道府県が担ってきた役割の重要性に鑑み、憲法改正
を含めて抜本的に合区を解消することを強く国に働きかけること。 

今回の参議院議員比例代表選挙における特定枠制度の導入は緊急避難的措置と認識し
ており、これにより合区が固定化することはあってはならない。全国知事会等の関係団
体においても合区解消を求める意見書が決議されているところであり、今後も関係団体
と連携しながら、粘り強く国に対して合区解消を求め続けていく。 

２ ６月補正予算等に向けた提言について 
（１）地方創生の推進について 
・この度開設された「関係案内所」を効果的に活用し、県内地域との
交流を促進させるとともに、積極的に居住体験する機会を提供し、
関係人口を増加させ、移住者数の増加に繋げていくこと。 

地方に関心のある都市在住者の来県を促し、地域との多様な関わり方を提供するため、
新たな県内受入プログラムづくりやボランティア受入れ、地域づくり体験ツアーなどを
実施するとともに、ポータルサイトの開設や都市圏でのワークショップ開催等により県
内地域と都市在住者等とのマッチングを図る体制整備を６月補正予算で検討している。
これらの取組を、東京本部、関西本部内に開設した「とっとり歓迎案内所ウェルカニ」
において広く発信していくことで、関係人口の拡大を図っていく。 
 
【６月補正】とっとりとの関係人口をふやす事業 １６，６０４千円 

・令和時代が幕を開けた今、人口減少社会への対応や地方創生を一層
強力に推進するための組織体制を構築すること。 

令和の新時代において、人口減少社会への対応や地域創生の取組を一層強力に推進す
るため、必要な組織体制の見直しを検討している。 

（２）消費税率引き上げへの対応について 
・今年１０月に予定されている消費税率の１０％への引上げにあたっ

ては、引き続き国の準備状況を注視するとともに、関係機関と連携
しつつ、増税による悪影響や混乱の緩和、低所得者対策、県内経済
の持続的成長等、多面的視点で対策を講じ、県民生活に悪影響を及
ぼさないよう努めること。 

県内経済や県民生活に支障を来さぬよう、今後、国の準備状況を注視しつつ、庁内一
丸となって県内関係機関等と連携しながら、景気対策、消費者対策、県内事業者の相談
対応や県民への広報など必要な対策を講じていく。 
 
【６月補正】小規模事業者等経営支援交付金        １，９５０千円 

       地域商業需要変動対策・にぎわい創出支援事業 ５，０００千円 
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要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

（３）防災・県土整備 
・出水期を控え、平成３０年７月豪雨被害の復旧事業を可能な限り前

倒して進めるとともに、同豪雨被害の教訓を踏まえたソフト対策に
も万全を期すこと。 

平成３０年発生災害（７月豪雨、台風２４号）については、技能者や資材の不足等に
より入札不調が発生し、一部の箇所において平成３０年度中に工事着手できていないが、
可能な限り早期復旧に努める。 
災害支援物資の物流体制については、平成３０年度にオペレーションマニュアルをと

りまとめ、今年度はマニュアルに基づく訓練を行って実効性の検証を行うとともに、他
県との広域連携も視野に入れた議論を進めることとしている。 
【６月補正】災害時物流体制整備事業 １，１８２千円 

 
また、「平成３０年７月豪雨を教訓とした安全・避難対策のあり方研究会」の提言に基

づき、「避難に関する住民の意識醸成」や「自助・共助・公助が一体となった避難体制の
構築」などに取り組んでいる。さらに、提言で要配慮者をはじめ多くの住民にとって避
難所の環境が十分整っていないことが避難行動を躊躇させる要因の一つとして挙げられ
ることが指摘されていることから、市町村が行う安全で安心に過ごすことのできる避難
所の環境整備をモデル的に支援することを６月補正予算で検討している。 
【６月補正】指定避難所生活環境整備支援事業 ２，８５０千円 

（４）国際化・観光振興 
・新元号が「令和」に決定したことを契機として、本県が、その典拠
となった万葉集ゆかりの地であることを広くＰＲし、観光客の増加
に繋げていくこと。 

新元号決定を契機に、万葉集に係るホームページ開設、関西エリアでのデジタルサイ
ネージによる観光ＰＲ、万葉集ゆかりの地を巡る旅行商品の造成に係る旅行会社への働
きかけ、万葉集ゆかりの地を巡るスタンプラリーなどに着手している。また、フォーラ
ムの開催など万葉集ゆかりの文化資源を活用した取組を６月補正で検討しており、引き
続き情報発信を強化して観光誘客に取り組んでいく。 
 
【６月補正】「令和新時代」万葉の郷とっとりけん魅力発信事業 ９，９２０千円 

・平成３１年２月２６日、山陰海岸ジオパークが厳しい審査をクリア
して再認定されたが、その際に指摘、指導された点に迅速に対応す
るとともに、３府県の連携を一層密にしてソフト・ハードの整備に
努めること。 

 山陰海岸ジオパーク推進協議会や構成府県市町と連携を密にしながら、ユネスコ世界
ジオパーク再認定の際に受けた提案事項である他の世界ジオパークとの連携の一層の強
化や、世界ジオパークネットワークやアジア太平洋ジオパークネットワークの活動への
積極的な参画などの取組を進める。 
 また、山陰海岸ジオパークの展示学習型中核拠点施設としての機能強化を図るため、
海と大地の自然館の庭園を整備する経費について、６月補正予算において検討している。 
 
【６月補正】山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク創生事業費 １，１０７千円 

・エアソウルが週６往復で運航している米子－ソウル便は、７月６日
から８月２１日までの間、週３往復に減便されることとなった。機
材繰りに伴う一時的な措置と報じられたところであるが、決して楽
観視することなく、その動向を注視するとともに、引き続き搭乗率
向上に努めること。 

エアソウル本社に毎月訪問するなど、同社と緊密に情報交換を行っており、引き続
き、国際定期便利用促進協議会など県経済界、観光業界と連携し、官民一体となって
米子ソウル便の利用促進に取り組む。インバウンド・アウトバウンド双方向の対策を
継続し、週６往復の運航が安定するように努めていく。 
 また、ウェブ等を活用した新たな路線活性化に取り組むとともに、韓国の旅行会社
による本県への送客増を図るため、バス代等に係る支援の増額について、６月補正で
検討している。 
 
【６月補正】インバウンド２５万人時代に向けた海外誘客戦略拡大事業（国際定期

便利用加速化事業、外国人観光客送客促進事業） ２５，０００千円 
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要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 
（５）文化・スポーツ 
・２０２０東京オリンピック・パラリンピックや２０２１年ワールド

マスターゲームズといったビッグイベントを好機として、キャンプ
誘致のほか、トップレベルのアスリートを養成する環境整備を行う
とともに、生涯スポーツの普及等による地域振興に取り組むこと。 

東京オリンピック・パラリンピックを契機に、アスリートの発掘・育成に向けた指導
体制の充実・強化を図るなど、競技力の向上に努めていく。 
 また、ワールドマスターズゲームズ２０２１関西を契機に、本県発祥のグラウンドゴ
ルフの聖地化はもとより、スポーツクラブなど既存の地域資源も有効に活用しながら、
より多くの県民にスポーツに親しんでいただけるような環境づくりを進めていく。 

 
【６月補正】スポーツ環境整備事業 ４，４００千円 

（６）商工業 
・県内企業が、激化する国内外の競争に勝ち残る力を付けるため、独

自の取組を行う企業を積極的に支援し、インセンティブを与えること。 

６月補正予算において企業支援の補助金体系を見直すこととし、生産性向上や技術革
新等に積極果敢に挑戦する企業への支援を重点分野の一つとする方向で検討している。 
 
【６月補正】鳥取県産業成長応援補助金 １００，０００千円 

・この度米国政府は、中国からの輸入品約５，７００品目への追加関
税率を１０％から２５％に引き上げる「第３弾」となる制裁措置を
発動するとともに、中国からの全輸入品に追加関税を課す「第４弾」
となる制裁措置に着手していることが明らかになった。一方、中国
政府は、米国からの輸入品６００億ドル相当の追加関税の上乗せ税
率を最大１０％から最大２５％に引き上げる対抗措置を発表した。
このまま米中の貿易摩擦がエスカレートすれば、世界経済はもちろ
ん、県内企業や県民生活に悪影響を及ぼすことも懸念されるところ
であり、幅広く情報収集を行い、必要な対応を取ること。 

米中貿易摩擦の激化や日米貿易交渉の進展等国際経済情勢の変化に伴い、県内企業に
対する影響が懸念されることから、県では、「地域経済変動対策資金（融資）」を発動（令
和元年５月１６日）したほか、６月にはジェトロと連携して中国経済の概況や日系企業
動向に関するセミナーを開催する予定である。 
引き続き、為替変動や通商貿易環境の変化、サプライチェーンの見直し等の状況と県

内企業の動向を注視するとともに、海外展開に係る既存の支援事業に加え、６月補正予
算で国際経済変動に対応しつつ海外需要獲得を目指す県内中小企業への支援を行うこと
を検討している。 
 
【６月補正】鳥取県産業成長応援補助金 １００，０００千円 

（７）福祉・医療 
・全国的にみて高い状況が続いている本県のガン死亡率を抑制するた

めの取組を継続実施するとともに、行政のみならず、患者に対する
支援の輪を広げる体制を充実強化すること。 

がん対策については、がん検診体制の整備やがん医療の充実などの既存の取組に加え、 
死亡率の更なる低減に向け、医療機関における放射線治療の充実や職域における精密検
査の受診勧奨の強化等について、６月補正による対応を検討している。 
【６月補正】がん対策推進事業 ３，５３７千円 
 

 また、患者に対する支援については、従来から患者会やがんカフェの開設、運営への
支援等を行っており、関係機関と連携しながら支援の輪が広がるよう体制の充実に努め
ていく。 

・この度、幼児教育・保育の無償化を実施する改正子ども、子育て支
援法が成立し、消費増税に併せて１０月からスタートすることとな
った。本県は、これに先行して保育料の無償化を実施していたとこ
ろであるが、同法による無償化の対象外となるケースもあり得るこ
とから、制度の詳細を分析し、課題を抽出するとともに、必要な支
援策を講じること。 

幼児教育・保育無償化の対象外となる３歳未満児のうち、これまで県が市町村と協力
し支援してきた中山間地域の児童や第３子等の児童については、引き続き助成制度を継
続するが、森のようちえんに通う幼児教育・保育無償化の対象外となる児童については、
認可幼稚園と同様の保育料軽減となるよう、６月補正予算による対応を検討している。  
また、新たな子育て支援策について市町村と協議を進める。 
 
【６月補正】鳥取県自然保育促進事業 ３，０８４千円 

子育て王国とっとり推進事業（新時代子育て支援のあり方検討会設置経費） 
９４７千円 
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要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

・昨年度実施した県内におけるひきこもりの実態調査の結果を踏まえ
て、市町村、関係団体等と連携して効果的な施策を展開し、ひきこ
もり状態にある者の社会参加や自立の支援を行うこと。 

昨年度実施したひきこもりの実態調査を踏まえ、平成３１年１月に圏域ごとに市町村
と今後の対策について意見交換会を実施した。 
 この意見交換会の実施結果も踏まえ、市町村が行う相談支援のスーパーバイズを行う
ほか、民生児童委員等の地域におけるひきこもりへの理解の促進や、とっとりひきこも
り生活支援センターの相談体制の強化について６月補正での対応を検討しており、市町
村や関係機関と連携の上、全県体制でひきこもり支援に取り組んでいく。 
 
【６月補正】ひきこもり対策推進事業 ３，７３４千円 

（８）生活環境 
・５月１８日に開催される全国「みどりの愛護」のつどいは、秋篠宮
皇嗣殿下、妃殿下がお見えになるなど、令和時代の幕開けを飾るに
ふさわしい大会である。ついては、本県から新時代がスタートする
象徴的な大会となるよう、準備に万全を期されたい。 

円滑な式典行事等の実施と運営に向けて、実行委員会を構成する国土交通省及び鳥取
市、並びに開催に協力いただく関係機関等と連携して準備に万全を尽くした。 
また、今回の全国「みどりの愛護」のつどいの開催にあわせて、主要道路沿線で地域

住民の協働参画により行う緑化活動経費に助成を行っているほか、開催日とその翌日に
湖山池オアシスパークにおいて「グリーンフェスタ inとっとり」を実施し、おもてなし
を充実させ、賑わいづくりを図った。 
これに加え、全国「みどりの愛護」のつどい開催を契機に高まった機運を推進するた

め、コンテストの実施、活動団体に緑化に係る指導者を紹介・派遣する制度の創設、交
流会の開催、モデル園地の整備を行う事業を６月補正予算において検討している。 
 
【６月補正】みどりの愛護推進事業 ５，３２０千円 

（９）農林水産 
・皆伐後の森林所有者の造林（植栽、作業道、下刈り）に要する経費
負担を軽減するための造林補助金（率）の上乗せを実施すること。 
現行補助率：６８％ →（２２％の上乗せ）→ ９０％ 

皆伐再造林の収益性向上のため、原木流通の基礎調査、作業コスト低減分析や早生樹
の植栽等支援等の取組及び森林所有者の再造林に係る負担を軽減する取組を６月補正で
検討している 
 
【６月補正】皆伐再造林推進モデル事業 １４，７４４千円 
      皆伐再造林推進事業     １，０００千円 

・皆伐・再造林の推進には、搬出用トラックが通行可能な林業専用道
を整備し、素材生産コストを縮減し、森林所有者へ利益還元してい
くことが重要であることから、次の事項について支援すること。 
○林道に比べ安価な林業専用道のより一層の整備を推進するため、

専門技術者を擁する県が事業主体となった林業専用道（公共）の
重点的整備 

○この度の国の助成制度（単価）の見直しにより、森林組合を中心
に整備している林業専用道（非公共）の交付金が減額となり、整
備の遅れが懸念されることから、より一層の整備促進を図るため
の県による交付金減額分の上乗せ 

県営林林業専用道については、倉吉三朝間の富海福山線の整備を推進しているところ
であるが、その他の路線についても、地元要望など関係者の意見を踏まえ、費用対効果
等も考慮しながら推進する。 
皆伐再造林の推進には、林業専用道の整備が必要不可欠であることから、整備に遅れ

が生じないよう、地域の実態に見合った制度の見直しを国へ要望するとともに、林道開
設経費のうち国補助額を超える経費の一部を支援する制度の創設について６月補正で検
討する。 

 
【６月補正】路網整備推進事業 ９，０６０千円 

・いわゆる種子条例の制定にあたっては、県の役割や財政上の措置を
明確にするなどして、本県の主要農作物の優良な種子の生産や普及
を促進させるとともに、担い手の育成や経営安定に繋げ、品質確保
や安定的な生産に資するものとなるよう、農業関係団体・関係者の
意見を踏まえつつ検討を進めること。 

種子条例の制定にあたっては、５月８日に農業関係団体、学識経験者を交えた検討会
を開催し、パブリックコメントを実施しており、それらの意見を踏まえ、６月定例会で
関連予算とともに提案することを検討している。 
 
【６月補正】鳥取県主要農作物種子生産指向対策事業 １００，５００千円 
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要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

（10）教育 
・この度の全国学力・学習状況調査の結果を踏まえ、本県の教育施策

の成果と課題を検証し、学校における児童生徒への教育指導の充実
や学習状況の改善を進めること。 

これまでの全国学力・学習状況調査の結果を踏まえ、平成３０年度から外部アドバイ
ザー等からなる学力向上推進プロジェクトチームを設置し、本県における課題解消に向
けて、戦略的、短期、中長期的な視点から学校・家庭・教育委員会が一体となって児童
生徒の学力向上及び学習意欲の向上に取り組むための対策を検討・実施している。 
今年度は、教員の指導力向上及び授業改善を推進するため、算数授業改善のための学

校訪問、学校教育支援サイトの構築や中学校数学問題データベースの導入、また、児童
の国語・算数の活用力向上に向けて授業のアイデア例等を盛り込んだ活用問題集の作成
などの取組を進めながら、本県児童生徒の学力向上を図っていくこととしている。 

・生徒がスポーツを楽しむことで運動習慣の確立等を図り、生涯にわ
たって心身の健康を保持増進し、バランスの取れた心身を成長させ
ることができる取組を推進すること。 

生徒がスポーツを十分に楽しむことができるよう、中学校及び県立学校の運動部活動
の充実を図ることとしており、専門的指導者（外部指導者）の派遣及び部活動の適正化
や指導内容・方法の改善につながる教職員及び指導者向けの研修会を引き続き実施する。 
また、部活動に係る教員の負担軽減を図るための非常勤職員（部活動指導員）の配置

も継続して行う。 
・夏期の到来を間近に控え、公立学校のエアコンを円滑に整備できる

よう万全を期すこと。 
市町村の整備が円滑に進むよう、現場代理人の常駐義務の暫定的な緩和措置や県立学

校のエアコン更新工事の進度調整及び他の県有施設の管工事の発注時期調整等を行って
いるところであるが、引き続き、関係市町村や関係団体と連携を密にしながら、夏季ま
でになるべく多くの教室の整備が進むよう努めていきたい。 

・多様な生徒のニーズに対応するため、キャリア教育を充実させると
ともに、特色ある高校づくりを進めること。 

生徒一人ひとりが将来、社会的に自立していくのに必要な力を育成するために、各学
校のキャリア教育全体計画に基づく教育活動（地元で働く大人による講演会や地元企業
訪問等）を引き続き行う。 
また、お米甲子園等で日本一の米生産の実績を有する倉吉農業高校に、ＩＣＴを活用

した最先端の農業技術を授業に取り入れることによって、生徒の全国募集に繋がるよう
高校魅力化のモデルを作り上げるとともに、その他の中山間地に位置する高校において
も高校魅力化の実績を有する専門家の力を借りて、各校の魅力の打ち出しや磨き上げ等
に取り組むことについて、６月補正による対応を検討している。 
 
【６月補正】とっとり高校魅力化推進事業 １６，２８２千円 

・ふるさと教育をより一層推進することにより、若者の県外流出を抑
制するとともに、Ｕターンする若者の増加に繋げていくこと。また、
県外で活動している大学生と鳥取県との結びつきを強める取組を
進めること。 

ふるさと教育を推進するため、中学生、大学生、地域の住民がグループになって語り
合うワークショップを実施し、ふるさとへの愛着や貢献意識を高めるとともに、学校と
地域をつなぐコーディネーターを養成し、ふるさと教育、体験活動、学校支援活動等に
地域と学校が連携・協働して取り組む体制の充実を図ることについて、６月補正予算に
よる対応を検討している。 
また、ふるさと定住機構と連携して、高等学校への働きかけを強化するとともに、スマ

ホアプリを活用した「鳥取ふるさと登録システム」を構築し、学生の就職関連情報はも
とより、卒業後に鳥取県との関係性を保つための情報を発信し、Ｕターンする若者の増加
に繋げる。 
 
【６月補正】「ふるさと・キャリア教育」推進事業 ４，１６１千円 
      若者県内就職緊急強化事業     ２９，９１７千円 
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要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

（11）警察 
・高齢者ドライバーによる痛ましい死傷事故が全国的に発生するとと

もに、滋賀県大津市では幼稚園児らが交通事故に巻き込まれ、２名
の尊い命が失われるなど、歩行者が犠牲になる事故が相次いでお
り、これを未然に防ぐための総合的な対策を検討すること。 

平成２９年３月に施行された改正道路交通法に規定されている臨時認知機能検査及び
臨時高齢者講習の高齢運転者対策の円滑な運用に努めるほか、看護師による運転適性相
談やシルバー・セイフティ・インストラクター等による交通安全教室、交通安全指導を
継続して実施するとともに、関係機関・団体と連携して高齢運転者対策に努める。 
また、歩行者が犠牲となる交通事故を未然に防ぐため、更なる広報啓発や交通指導取

締活動を行うとともに、関係機関による交通安全施設の整備を促進するなどして、交通
事故防止対策の推進に努める。 
大津市の幼稚園児の死亡事故の発生を受け、県内の未就学児が通う全施設において、

園外活動における緊急点検の実施及び危険個所の調査を実施しており、危険箇所につい
ては早急に整備の検討や道路管理者への働きかけを行う。 

(12)庁内改革 
・ＡＩやＲＰＡをはじめとする最新技術を積極的に活用するなどし
て、働き方改革を引き続き推進するとともに、県民サービスの向上
と更なる効率化を図ること。 

 ＡＩやＲＰＡをはじめとする最新技術の活用については、昨年度から導入を始めたと
ころであるが、今年度から令和３年度までの３年間で、最新のＩＣＴ技術を活用した新
たな県庁業務環境の変革に向け、「ＤＸ県庁３年計画」と題して本格的な取組を開始する
こととしている。 
 まずは、職員の負担軽減や県民サービス向上を目的に、電子申請システムや AI 音声
認識（議事録作成支援）技術の更なる利活用を図ると共に、新たにＡＩチャットポット
の導入について６月補正による対応を検討している。 
 
  【６月補正】ＡＩ・ＲＰＡ等最先端ＩＣＴ技術活用推進事業 ２，４３８千円 

・質の高い公共サービスを効率的に提供するため、公的施設や水力発
電施設にＰＦＩ等の民間活力を積極的に導入すること。 

平成２８年に鳥取県ＰＰＰ／ＰＦＩ優先的検討方針を定め、建設・改修費総額が１０

億円以上または単年度の運営費が１億円以上の公共施設整備、運営についてはＰＰＰ／

ＰＦＩの導入を検討することとしており、これまでに鳥取砂丘コナン空港の運営へコン

セッション方式を導入したほか、美術館、水力発電施設の整備、改修、運営へのＰＦＩ

方式の導入を決定した。 
また現在、西部総合事務所新棟整備へのＰＦＩ導入の検討や、観光・文化施設、青谷

上寺地史跡公園へのＰＰＰ／ＰＦＩ導入可能性調査を実施しているところであり、今後
も民間活力の導入を積極的に検討していく。 
 
【６月補正】[債務負担行為]鳥取県立美術館整備運営事業 

（Ｒ２～２１年度）１４，９１０，０９０千円  


